
平成２４年度

地域農業の活性化や地域農業の活性化や66次産業化に次産業化に
取り組む女性を支援します取り組む女性を支援します

平成24年３月版

このパンフレットの事業について、詳しい内容をお知りに
なりたい場合や、ご不明なことがある場合は、お気軽に以下
の窓口までお問い合わせください。

取り組む女性を支援します取り組む女性を支援します

▽ お問い合わせ先 ▽
魅力ある農林水産業づくりや６次産業化の推進に

は 地域でいきいきと活躍している女性たちの斬新

◆農林水産省 経営局 就農・女性課 女性・高齢者活動推進室
（０３－３５０２－６６００(直)）

◆東北農政局 経営支援課 （０２２－２２１－６２１７(直)）
（青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県）

は、地域でいきいきと活躍している女性たちの斬新
なアイデアや自由な発想が不可欠です。

女性の力で、新たな地域づくりをめざします。

（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）

◆関東農政局 経営支援課 （０４８－７４０－５３３４(直)）
（茨城県､栃木県､群馬県､埼玉県､千葉県､東京都､神奈川県､長野県､山梨県､静岡県）

◆北陸農政局 経営支援課 （０７６－２３２－４２３８(直)）
（新潟県 富山県 石川県 福井県）（新潟県、富山県、石川県、福井県）

◆東海農政局 経営支援課 （０５２－２２３－４６２０(直)）
（愛知県、三重県、岐阜県）

◆近畿農政局 経営支援課 （０７５－４１４－９０５５(直)）
（滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県）

Ⅰ．6次産業化等を進める事業を優先的にご利用いただけます
チャレンジする女性起業家等に優先的にご利用いただける女性起

業家枠を創設し、新商品開発や施設整備を支援します。

（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県）

◆中国四国農政局 経営支援課 （０８６－２２４－８８４２(直)）
（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県）

◆九州農政局 経営支援課 （０９６－２１１－９５９５(直)）
（福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県）

Ⅱ．地域のプランに女性の視点や声を反映させましょう
「地域農業マスタープラン」を作成する際に、原案の検討・作成

に当たって、一定割合以上の女性に参画していただき、女性の声
の届く地域づくりを進めます。

Ⅲ 地域で活躍する女性経営者のネ トワ クづくりを支援します

（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）

◆沖縄総合事務局 経営課 （０９８－８６６－１６２８(直)）

内容 成 年度 算 成立が前提 あ Ⅲ．地域で活躍する女性経営者のネットワークづくりを支援します
女性経営者相互、業種を超えた企業経営者等との交流機会づくり、

情報交換、ネットワーク形成などを支援します。

このパンフレットの内容は、平成24年度予算の成立が前提であり、
かつ、今後、内容に変更があり得ることをあらかじめご了承ください。

（平成24年３月現在）



○ 各市町村の地域農業マスタープランづくりに、必ず女性が（概
ね3割以上）加わるよう、ルールを定めました。

仲間と積極的に参画し 地域づくりに女性の視点や声をし か

農産物の生産や加工、販売などに必要な機械を購入したい

Ⅱ．地域のプランに女性の声や意見を反映させましょうⅠ．6次産業化等を進める事業を優先的にご利用いただけます

仲間と積極的に参画し、地域づくりに女性の視点や声をしっか
りと反映させましょう！

女性は概ね3割以上！

［ 経 営 体 育 成 支 援 事 業 ］

○ 女性農業者が、融資を受けて、業務用オーブンや大型冷凍庫など
を導入される場合、取得価格の3／10を補助します。

○ 女性新規就農者や条件不利地域の女性農業者グル プの場合には ［戸別所得補償経営安定推進事業］

各市町村の地域協議会を通じてご応募ください

○ 女性新規就農者や条件不利地域の女性農業者グループの場合には、
取得価格の１／２を補助します。

［戸別所得補償経営安定推進事業］

Ⅲ．地域で活躍する女性経営者のネットワークづくりを支援しますた

に

各都道府県内数カ所で 女性農業者を中心に 異業種・民間企業

都道府県での取組

○ 女性経営者のステップアップに役立つ、ワークショップ等の開
催やネットワークづくりを支援します。

新商品の開発や販路の拡大に取り組みたい

［ 6 次 産 業 総 合 推 進 事 業 ］

に

折

り

各都道府県内数カ所で、女性農業者を中心に、異業種・民間企業
経営者等を交えたワークショップ、交流会、勉強会を開催（※）○ 女性農業者が、新商品やパッケージの開発、販路の開拓などに取

り組まれる場合、経費の１／２を補助します。
（六次産業化法の認定を受けている場合は、補助率が２／３にアップ！）

悩みや課題の解決 事業化の可能性が
拡大

情報交換、ネットワーク・人脈づくり

※ 都道府県単位の協議会などが、国の補助を受けて開催します。

全国 ベ 情報交換により農産物の加工施設や販売施設などを建設したい 全国レベルでの情報交換により、
女性経営者のネットワークを全国に広げます

○ 六次産業化法の認定法人が、農産物をジュースに加工したり販売
する施設などを整備される場合、取得価格の１／２を補助します。

農産物の加工施設や販売施設などを建設したい

［ 6 次 産 業 化 推 進 整 備 事 業 ］

［ 女 性 経 営 者 発 展 支 援 事 業 ］

する施設などを整備される場合、取得価格の１／２を補助します。
六次産業化法の事業計画の認定は、平成２４年

５月末頃に予定されています（審査に２ヶ月程度が
必要です）。

詳しくは、裏表紙のお問い合わせ先まで。

法の認定を
受けるには！


